
ご 利 ⽤ の ⼿ 引 き
資 ⾦ 名 ⻑期資⾦（経営者保証⾮提供促進貸付）

⽬ 的 「事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度【国補助制度】」に対応した資⾦により、経営者保
証に依存しない融資慣⾏の確⽴を図る

融 資
対 象 者

県内で事業を営む中⼩企業者等で、事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度の申込⼈資格
要件※を満たす者［その他のポイント①］

［※事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度の申込⼈資格要件（概要）］
次の①から⑤までのいずれにも該当する法⼈である中⼩企業者。ただし、法⼈の設⽴後最初の事業年度

（以下「設⽴事業年度」という。）の決算がない法⼈である中⼩企業者は①、②及び③、設⽴事業年度の
次の事業年度の決算がない法⼈である中⼩企業者は③の申込⼈資格要件は問わない。
① 保証協会への保証申込⽇（以下「申込⽇」という。）以前２年間（法⼈の設⽴⽇から起算して申込
⽇までの期間が２年間に満たない場合は、その期間）において、決算書等を申込⾦融機関の求めに応じ
て提出していること

② 申込⽇の直前の決算において、当該中⼩企業者の代表者（代表者に準ずる者を含む。）への貸付⾦
その他の⾦銭債権（当該中⼩企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。）がなく、か
つ、当該中⼩企業者の代表者（代表者に準ずる者を含む。）への役員報酬、賞与、配当その他の⾦銭
の⽀払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと

③ 次の両⽅⼜はいずれかを満たすこと
ア 申込⽇の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと
イ 申込⽇の直前２期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して⾚字でないこと
④ 次のア及びイについて継続的に充⾜することを誓約する書⾯を提出していること
ア 申込⽇以降においても、決算書等を申込⾦融機関の求めに応じて提出すること
イ 申込⽇を含む事業年度以降の決算において、当該中⼩企業者の代表者（代表者に準ずる者を含
む。）への貸付⾦その他の⾦銭債権（当該中⼩企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを
除く。）がなく、かつ、申込⽇を含む事業年度以降の決算において、当該中⼩企業者の代表者（代表
者に準ずる者を含む。）への役員報酬、賞与、配当⾦その他の⾦銭の⽀払が社会通念上相当と認め
られる額を超えないこと

⑤ 信⽤保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること

資⾦使途
⼀般保証については、事業資⾦（設備資⾦、運転資⾦及び借換資⾦）
セーフティネット（ＳＮ）保証（４号・５号）については、経営の安定に必要な事業資⾦（設備資⾦、運転
資⾦及び借換資⾦）［その他のポイント②］

借 換 既往の保証協会保証付融資からの借換資⾦として利⽤可能［その他のポイント②］

融

資

条

件

利 率 年２．１５％ 期 間 １０年以内（うち据置１年以内）

限 度 額

対象となる保証制度※ごとに、
１企業・１組合 ８，０００万円
※⼀般保証⼜はＳＮ保証（４号⼜は５
号に限る）

預 託 あり

信 ⽤ 保 証 必ず保証協会の保証を付ける

特別保証制度等 事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度に対応（⼀般保証⼜はＳＮ保証４号・
５号）

責任共有制度 ⼀般保証及びＳＮ保証５号の場合︓対象
ＳＮ保証４号の場合︓対象外

保 証 料 率 事業者選択型経営者保証⾮提供制度の上乗せ保証料率に対し、国が保証料補助を⾏う
［その他のポイント③］

連 帯 保 証 ⼈ 不要（法⼈代表者も含めて不要）



融
資
条
件

担 保 不要

申 込 先 取扱⾦融機関
申
込
書
類

① 信⽤保証委託申込書（様式第１号）

添
付
書
類

② 事業者選択型経営者保証⾮提供制度所定の要件確認書兼誓約書［その他のポイント④］
③ ＳＮ保証４号⼜は５号の認定書（ＳＮ保証４号⼜は５号利⽤の場合）［その他のポイント⑤］
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中⼩企業者
申 込

実 ⾏

取扱⾦融機関 保証申込 保証協会 実⾏報告
県・融資対象要件の確認

・融資審査 保証承諾
・ 保 証 審
査

ज
भ
他
भ
এ
ｲ
ﾝ
ﾄ

① 国の全国統⼀制度である事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度を利⽤する中⼩企業者等を対
象としています。そのため、兵庫県中⼩企業融資制度要綱及び本⼿引きに記載するもののほか、各種要件や取扱
いは事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度要綱に依拠します。事業者選択型経営者保証⾮提
供促進特別保証制度に関する詳細については、兵庫県信⽤保証協会各事務所・⽀所へお問い合せください。

② 借換可能な既往借⼊⾦は、全国の信⽤保証協会の保証付融資のみとします。
③ 事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度要綱の規定に基づき、所定の信⽤保証料率に上乗せし
た信⽤保証料率とし、保証申込⽇に応じて国が信⽤保証料補助を⾏います。ただし、条件変更に伴い追加して⽣
じる保証料については、補助の対象外となります。

［事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度の信⽤保証料及び信⽤保証料補助（概要）］
ア 上記の事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度の申込⼈資格要件③のア及びイのいずれにも該
当する場合は、保証協会所定の信⽤保証料率に０．２５％を上乗せした信⽤保証料率とし、０．０５％に相
当する額を国が補助
イ 上記の事業者選択型経営者保証⾮提供促進特別保証制度の申込⼈資格要件③のア⼜はイのいずれか⼀⽅
のみに該当する場合⼜は法⼈の設⽴後２事業年度の決算がない場合は、各信⽤保証協会所定の信⽤保証料
率に０．４５％を上乗せした信⽤保証料率とし、０．０５％に相当する額を国が補助

④ 所定の書式については兵庫県信⽤保証協会のホームページよりダウンロードください。
⑤ ＳＮ保証の認定は、事業所の所在する市町で受けることができます。詳細は、各市役所・町役場のＳＮ保証担
当窓⼝にお問い合わせください。


